
特定非普組活動法人、|、一 ここちぃい定款

葬 1華 総輿  .
(名 称 )

第1条 この法人tよ、特定非普rl港勃法人tS、一 ここちいいという。

(事みヌ
~芹

)

募2条 この法人は、主たる事務所を榜本県園光市丈換町38春 )とに置く。

第2幸 目塗9えび事業
(EI的 )

第3条 この法人とま、燃合燕群地区を中tに 議光市及び周辺ナ也成住飛l_対して、地域になRざしたまちづくり港勒た関
する事業を行い、新たな滋或のつながりや〔コ子の振輿 活性化・住みやすさの実現に寄与することを瑠漁史 する。

(特定非営オll港 勤 `♂)種類 )

弟4条 尋の法人は、kの 目的を連成するため、次拒孝オ:,4ずる種類の特定非誓狙ぉ勁をFう。

(1)イ果健、医療災は福社の増進を図る透勤

(2)社会次有の推進を図る沿勁 ′

(3)夜ちづくりの推進を図る濫鬱/,

(4)学術、文化、芸術スはスポーツの振輿を図る活禁プ′
(6)子どもの健合‐富成を曖る透勤

(事業の種類 )

第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行なう。

(1)特定非普オll活 動に係る事業
① 狭課後児童健全育武事業

② 子どものフリースペース事業            ヽ

③ みんなのカフェ,食堂専爽

④ 雲営生活史被事業

第3章 会員

(種裂 )

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、二会員をもって特定非普利活勤イ疋進法 (ス下「法」とぃう。)Fこおける社員と

する。

(1)二会長  この法人の雲的に賛畷して大会し、くの透勤を推進する個人及び圃r本
(2)賛 ヨカ容員 この法人の選釣に賛願して入会と、くの活動を支援するイ観人及び震体
(大会 )

第7条 会員の大会子こついては特イこ条杵を定めない。

2会 員として入会しまうとする若は、理事長が房llに定める大会こ津込書にまり、理事長に申し込むものとし、理事長
`よ

エ

当な理王とがなぃr及り、入会を経めな,す独ぼノま`らなぃじ

3理事,長は、前項の若f′9/＼奈を謎めないときとよ、速やかに、理由を付した書議をもって本人とこその旨を通女口しなければ


















